
募集・斡旋手数料および関
連費用

本ガイダンス・ノートは、移住労働者の雇用主が募集・斡旋手数料および関
連費用に関するILOの定義を理解し、労働移動プロセスで発生する可能性の
ある募集・斡旋手数料および関連費用を特定し、また、人材紹介業者が行う
採用に対し透明性が高く持続可能な価格を決定できるようサポートする。本
ガイダンス・ノートは次の3つのパートから構成される。

A.	 募集・斡旋手数料および関連費用に関するILOの定義（要約）

B.	雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用の内訳

C.	募集・斡旋手数料および関連費用に関するよくある質問
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ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用

募集・斡旋手数料および関連費用に関するILOの定義（要約）

募集・斡旋手数料および関連費用とは、賦課または徴収の方法、時期または場所に関係なく、労働者の雇用または就業を確保するために、募集・斡旋プロセスの
過程で生じる一切の手数料または費用を指す。

募集・斡旋手数料または関連費用は、雇用主、その子会社、人材紹介業者、または、	 関連サービスを提供するその他の第三者によって、労働者から徴収されるべき
でない。手数料または関連費用は、直接的にも、あるいは賃金及び手当からの天引き等を通じて間接的にも、徴収されるべきでない。

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

募集・斡旋手数料

募集・斡旋手数料は、一回限りの場合も繰り返し発生する場合もあり、その対象となる募集・斡旋、紹介、および採用に
関するサービスには、広告、情報発信、面接の手配、政府の承認を得るための文書の提出、資格の確認、渡航と移動の手
配、および採用行為が含まれ得る。

官民を問わず、人材紹介業者が提供する、求人と求職をマッチングさせる採用サービスに対する支払い　

第三者への労務提供を目的とした雇用における労働者の採用に際して行われる支払い	

雇用主による直接雇用に際して行われる支払い

労働者からの募集・斡旋手数料の埋め合わせのために必要な支払い　

関連費用 不法、不当および非開示の費用募集・斡旋手数料
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募集・斡旋手数料および関連費用に関するILOの定義（要約）

募集・斡旋手数料および関連費用とは、賦課または徴収の方法、時期または場所に関係なく、労働者の雇用または就業を確保するために、募集・斡旋プロセスの
過程で生じる一切の手数料または費用を指す。

募集・斡旋手数料または関連費用は、雇用主、その子会社、人材紹介業者、または、	 関連サービスを提供するその他の第三者によって、労働者から徴収されるべき
でない。手数料または関連費用は、直接的にも、あるいは賃金及び手当からの天引き等を通じて間接的にも、徴収されるべきでない。

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

関連費用

関連費用とは、国内的または国際的な募集・斡旋および採用に必須となる経費を指すが、国際的な募集・斡旋について
は、あらゆる種類の関連費用が発生することが考慮される。これらの費用は以下に掲げるとおりであり、これは国内的、
国際的な募集・斡旋の双方に当てはめられる。

管理費 医療費 保険費 旅費・宿泊費

研修・オリエンテーション費 技能・資格検定費 機材費

関連費用 不法、不当および非開示の費用募集・斡旋手数料

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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募集・斡旋手数料および関連費用に関するILOの定義（要約）

募集・斡旋手数料および関連費用とは、賦課または徴収の方法、時期または場所に関係なく、労働者の雇用または就業を確保するために、募集・斡旋プロセスの
過程で生じる一切の手数料または費用を指す。

募集・斡旋手数料または関連費用は、雇用主、その子会社、人材紹介業者、または、	 関連サービスを提供するその他の第三者によって、労働者から徴収されるべき
でない。手数料または関連費用は、直接的にも、あるいは賃金及び手当からの天引き等を通じて間接的にも、徴収されるべきでない。

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

不法、不当および非開示の費用

契約外の費用、非開示の費用、水増しされた費用、不正な費用は、決して合法ではない。贈収賄・腐敗対策に関する規制
は、募集・斡旋プロセスのいかなる段階のいかなる時点においても遵守すべきである。

賄賂 献品 保証金

不正な費用回収手数料および担保

恐喝金またはリベートの支払い

関連費用 不法、不当および非開示の費用募集・斡旋手数料

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

次へ  戻る1.採用と派遣

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用	 金額

募集・斡旋手数料

管理費

出身国の人材紹介業者の業務手数料（採用手数料またはサービス料ともいう）

目的国の人材紹介業者の募集・斡旋に関連する業務手数料

移住労働者を雇用するために必要な政府の許可の取得

求人広告および求人票・就職フェア・コミュニティへのアウトリーチ

経歴、身元保証人、および警察・セキュリティの確認

海外労働市場の要件を満たすために雇用主や目的国の当局が要求する証明書の正式な翻訳

雇用を得るために必要な旅券および本人確認書類（労働者が採用開始時に旅券を所持していない場合）

査証および入国許可証の取得に関わる費用で、予約料金や至急料金などを含む

通訳または翻訳者の費用（雇用契約書や欠員募集通知等の翻訳など）

雇用主の弁護士その他公証人などの費用、裁判費用

出身国の復代理人の業務手数料および歩合（正式な欠員募集が始まる前にコミュニティ・レベルで発生することが多い）

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

本表は、発生する可能性のある募集・斡
旋手数料および関連費用で、雇用主が負
担すべきものの概要を示している。この一
覧はILOの定義を説明したもので、網羅的
ではないが、関係する出身国、経由国、目
的国の個別事情に合わせて用いる必要
がある。

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用

5IOM雇用主向け移住労働者ガイドライン

IOM雇用主向け移住労働者ガイドライン	

https://publications.iom.int/books/migrant-worker-guidelines-employers-japanese


募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

次へ  戻る1.採用と派遣

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用	 金額

医療費

保険費

保証金

経歴、身元保証人、および警察・セキュリティの確認

目的国での居住および就労に必要な最初の入国または就労許可証	

目的国の法令により必要な政府課徴金、控除または保証金	

予防接種（新型コロナウィルス感染症に対するものを含む）

検疫・隔離措置費用

目的国に到着後の健康診断

移住労働者の出発前および目的国到着後に必要となる出身国での健康診断および検査の費用

労働者保険（出身国または目的国における義務的拠出制度、労働者の健康および安全、移民福祉基金への加入）

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

次へ 1.採用と派遣

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用	 金額

渡航と宿泊

研修とオリエンテーション

初期の説明会や面接のために、労働者の滞在場所から最も近い求人・採用センターまで直接向かう際の国内交通費、宿泊費および生活
維持費

研修が職場や従業員寮以外の場所で行われる場合、宿泊、移動、および生活維持に関連する費用

労働者向けの情報説明会の費用（交通費、資料、通訳・翻訳者費用など）	

PDOコースの費用（交通費、資料、通訳・翻訳者費用など）

PAOの実施費用（資料、通訳・翻訳者費用など）

職場における新規採用者への研修や仕事の技能研修（資料、通訳・翻訳者費用など）

出身国の労働者の滞在場所または職業紹介事業者のセンターから目的国の職場および、または提供された宿舎までの旅費。これらの旅
費には以下が含まれる。
•	 出国地までの国内交通費

•	 出身国から目的国の入国地までの旅費（航空運賃またはその他の国際移動手段の運賃を含む）

•	 目的国の職場および宿舎までの国内交通費

•	 使用料・手数料および通行税（国境通過手数料や空港使用料など）

•	 旅行代理店の旅行手配およびサービス関連費用

•	 行政手続きに関わる宿泊費および生活維持費

交通費、宿泊費および生活維持費

 戻る

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

次へ 1.採用と派遣

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用	 金額

技能と資格

機材費

面接および技能テストの費用：
•	 労働者の言語能力の確認

•	 技能および資格のレベル

•	 地域に特有の資格認定または免許

人材紹介業者から請求される機材費（目的国への渡航、または割り当てられた仕事を安全かつ効果的に行うために必要な制服、安全装
置、その他の機材など）

小計

証明書または免許の付与：
•	 無犯罪証明書（善行証明書）

•	 出生証明書

•	 その他の証明書（学校の成績証明書、卒業証明書、免許など）

 戻る

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

次へ 2.雇用

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用	 金額

募集・斡旋手数料

管理費

医療費

旅費・宿泊費

関与している人材紹介業者の業務手数料（毎月発生するか一回限り）（移住労働者の現場管理業務に関するものなど）

通勤費用（雇用主または人材紹介業者が提供する、シャトルサービス等の移動サービスを含む）

雇用主の敷地内で盗難された書類の差し替え。これには、写真や文書の提供／複写等も含まれる

雇用を保持するために必要な旅券の更新

労働者の給与の支払いに関連する費用（銀行手数料など）

就労・居住許可証の毎年の更新

雇用主または法律により義務付けられている場合は年1回の健康診断

雇用期間中の宿舎

雇用開始後、移住労働者が宿舎から引っ越すよう求められた場合の移転費用

 戻る

小計

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

機材費

割り当てられた仕事を安全かつ効果的に行うために必要なツール、制服、安全装置、その他の機材

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

次へ 3.帰還あるいは第三国への移住

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用	 金額

 戻る

募集・斡旋手数料

管理費

旅費・宿泊費

労働ビザの延長、あるいは契約を延長する場合の手数料に関する費用

検疫費用

移住労働者の雇用契約の延長、雇用主の変更（新しい雇用主による支払いを予定）、および移住労働者の帰還または再雇用に関連する、
人材紹介業者に支払われる追加的な募集・斡旋手数料

事業縮小、施設の閉鎖、その他契約の早期終了の原因となりうる出来事を理由に、労働者の契約を早期終了する必要がある場合の、一
括した手当

目的国の労働者の職場または提供された宿舎から出身国の労働者の家までの旅費。これらの旅費には以下が含まれる。
•	 目的国の職場・宿舎から出国地までの国内交通費

•	 目的国から出身国の入国地までの旅費（航空運賃またはその他の国際移動手段の運賃を含む）

•	 出身国の労働者の滞在場所までの国内交通費

•	 使用料・手数料および通行税（国境通過手数料や空港使用料など）

•	 旅行手配の関連費用（旅行代理店の手数料など）

•	 帰還の旅程全体を通した宿泊費および生活維持費

小計 総計

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るILOの定義（要約）A

雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

次へ 
募集・斡旋手数料および関連費用に関するよくあ
る質問
募集・斡旋手数料および関連費用を移住労働者に請求しないことは、なぜ雇用主と移住労働者にとって重要なのか？

国際的な採用プロセスにおける雇用主の責任とはどのようなものか？

募集・斡旋手数料および関連費用の支払いは、雇用主と人材紹介業者の間でどのように取り扱うべきか？

求職者や移住労働者が募集・斡旋手数料および関連費用を支払うと、強制労働の指標の一つである債務労働制労働へとつながる可能性がある。労働者が債
務を返済するために労働を強いられると、離職できなくなる。借金が採用プロセスの早い段階に出身国で発生したとしても、移住、雇用、および帰還の全段階に
影響することがある。雇用主が、雇用主負担原則に従い、人材紹介業者と緊密に協力し、募集・斡旋手数料および関連費用を支払うことは、以下の役に立つ。

•	 他の倫理的採用慣行と併せ、搾取および強制労働を防止し、リスクを軽減する

•	 移住労働者が、支払い能力ではなく、実績と資格に基づき特定され、選抜される

•	 依拠する人材紹介業者にサービスの質を向上し、説明能力を高めることを要求する

移住労働者を採用する雇用主には、募集・斡旋手数料および関連費用の支払い、広告、申込者へのアウトリーチなど、出身国における初期段階を含めた採用プ
ロセス全体を、倫理的採用の原則に従い実行する責任がある。したがって、雇用主は、関与している人材紹介業者を適切にモニタリングする体制を確立する一
方で、オリエンテーションや説明会、候補者の選抜などの採用プロセスに密接に関わることが推奨される。

雇用主と人材紹介業者は、透明性の高い公正な市場価格を特定するために協力し合い、人材紹介業者が持続可能な形で倫理的採用の原則を遵守できるよう
にする。そのため、雇用主は、社会面、法律面および財務面の基準に基づいた上で、好ましい取引先を選考するため、採用サービス提供者の調達および審査の
期間中は、数社の人材紹介業者と関わる自由がある。雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料および関連費用は、移住労働者が前払いをせざるを得ず借金に陥
ることがないよう、雇用主から人材紹介業者に直接、また少なくとも一部は前払いで支払うべきである。移住労働者が採用に関する特定の費用項目について
前払いを避けられない場合、雇用主は人材紹介業者に、採用開始時に正確な詳細情報を移住労働者に伝えること、また当該費用について移住労働者に領収
書を渡すことを要求し、目的国到着後30日以内に移住労働者に返金する手続きを整える。

 戻る

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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次へ 

雇用主は、移住労働者や雇用主に不法、不当または非開示の費用が請求されるリスクを最小限にするため、どのようにすれば採用プロセスを適切に監視する
ことができるか？

採用プロセスに関与している可能性のある復代理人が、雇用主の把握の有無を問わず、移住労働者に何らかの請求をするリスクを軽減するために、雇用者と
人材紹介業者に何ができるか？

出身国または目的国で適用される法律により移住労働者に保証金を請求することが可能な場合、雇用主や人材紹介業者は募集・斡旋手数料および関連費用
を移住労働者に請求しないとする原則に、どう従えばよいか？

一般原則として、雇用主は、国際的な採用活動を、企業の他の取引関係、経済活動、および雇用期間中の人事手続きと同じ重要性と厳密性をもって扱うべきで
ある。したがって、雇用主は採用プロセスにおける人材紹介業者および移住労働者との関わり方について、体系的なアプローチに従うべきである。これには、少
なくとも、雇用主の方針によるコミットメント、および倫理的採用に関する要件に基づいた、初期の審査と評価、正式な契約上の合意、および研修を含むべきで
ある。また、採用関連のいかなる手数料も費用も労働者に請求できないことも含まれているべきである。雇用主は、人材紹介業者についても監査または現場評
価を行い、採用する側の是正措置を支援するべきである。労働移住のすべての申込者および予定者が、自分たちは採用に関する支払いをすべきではないと採
用プロセスの早い段階で理解することも、雇用主にとって極めて重要である。人材紹介業者の側の違反を報告するため、採用期間中に苦情申し立てができるよ
うにすべきである。雇用主は、移住労働者が目的国に到着した時に、移住労働者が募集・斡旋手数料も関連費用も支払う必要がなかったことを確認する機会
を持つべきである。移住労働者がこの情報を提供する際、秘匿性が確保され、報復、解雇、または本国送還の恐れがなくできることが重要である。

採用プロセスの一環として関与する非公式な復代理人については、雇用主と、正式な、または登録された人材紹介業者が責任を負うことを理解することが重
要である。したがって、雇用主および人材紹介業者は、非公式な復代理人が関与しない採用モデルを確立するか、関与する場合は、復代理人との関係を正式な
ものとし、雇用主および紹介者の間のすべてのデュー・ディリジェンス、審査、研修、契約締結、およびモニタリングのプロセスに統合する必要がある。これは、
復代理人が関与する場合は、合意された手数料および費用総額以外のいかなる手数料も関連費用も請求されないようにするため、復代理人を雇用主および
人材紹介業者の支払い対象にすべきということである。雇用主が移住労働者に採用に関するいかなる手数料も費用も請求されなかったことを確認するとき
は、採用プロセスの期間の復代理人や他の仲介人の関与（例えば、医療センター、貸金業者、移動サービス提供者など）について明快な質問をすべきである。雇
用主はまた、信頼できる地域レベルの市民社会組織と協力して、採用活動のモニタリングを行い、移住労働者が採用プロセスに進む支援を行うこともできる。

法域によっては、労働者への保証金の請求が合法であることを理解したうえで、雇用主は移住労働者の保証金支払い義務を免除する手紙を出すことになる。
そうした保証金を移住労働者に請求しないようにすることは雇用主と人材紹介業者の責任である。それができない場合は、雇用主が移住労働者に代わって保
証金を支払う。

 戻る

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

募集・斡旋手数料および関連費用に関するよくあ
る質問

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
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よび関連費用の内訳B

次へ 

移住労働者が就労国において直接雇用者に申し込む場合、雇用主は旅券の支払いをする必要があるか？

移住労働者が健康診断に合格しないときはどうなるのか？

求職者の面接に要した交通費は誰が支払うべきか？

誰が旅券に関する支払いをすべきか？

労働者の旅券の紛失または損傷による旅券の再発行費用は誰が支払うのか？

移住労働者が、就労国において応募手続きを開始する場合、その労働者はその時点までに旅券、査証および国内移動の費用を負担していたことになる。雇用
主がその労働者に出身の国、州、または地域を出るよう求めたわけではないので、返金は求められない（ただし、雇用主がその労働者にまずその国に来るよう
依頼し、その後雇用を申し入れた場合を除く）。

移住労働者が出発前の健康診断に合格しない場合、該当者には採用プロセスの期間中に発生した費用があれば返金される。該当者の居住地への帰還は、雇
用者および、または人材紹介業者が費用を負担する。

就職面接が、初期のものかどうかにかかわらず、人材紹介業者の正式な招待によって行われる面接である場合、または求職者が面接に出席するのに「妥当な
距離」とみなされる以上の移動を必要とする場合、要した費用は雇用主が負担する。

雇用を得るために必要な旅券に関する費用は雇用主が負担すべきである。労働者が雇用開始前に既に旅券を所持している場合は、雇用主が所要費用を支払
ったり返金する必要はない。しかし、申込者がまだ旅券を所持していない場合、雇用主と人材紹介業者は、そのことを理由にその申込者を採用プロセスから排
除してはならない。

そのような場合、再発行費用は労働者が払うことがある。しかし、書類の盗難が雇用主の敷地内で起こった場合は、雇用主が支払うべきである。雇用主の敷地
外で起こった場合は、再発行費用の負担は労働者の責任である。写真や文書の提供／複写等も含まれる。

 戻る

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

募集・斡旋手数料および関連費用に関するよくあ
る質問

雇用期間中の移住労働者の宿舎は誰が費用を支払うのか？

幾つかの法域では、雇用期間中の移住労働者への宿舎の提供とその費用負担は雇用主に法的に義務付けられている。移住労働者が雇用者または第三者によ
り提供される宿舎に滞在することが法的要件である場合は、労働者に費用を請求できない（給料からの天引きによるものを含む）。雇用主の宿舎の提供が義務
的なものではなく、移住労働者の宿舎滞在が選択可能である場合は、宿舎の提供は公正な市場価額に基づき、かつ同様の基準の他の宿舎と同じレベルでなけ
ればならない。

ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用

13IOM雇用主向け移住労働者ガイドライン

IOM雇用主向け移住労働者ガイドライン	

https://publications.iom.int/books/migrant-worker-guidelines-employers-japanese
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雇用主が負担すべき募集・斡旋手数料お
よび関連費用の内訳B

移住労働者の通勤費用（雇用主または人材紹介業者が提供する、シャトルサービス等の移動サービスを含む）を誰が支払うのか？

移住労働者の目的国の職場または宿舎から出身国の家までの旅費にはどのような費用が含まれるか？移住労働者の帰還旅費は誰が支払うべきか？

通勤のための移動手段がその仕事に必須の要件（つまり、合理的に考えて職場に到着するための唯一の交通手段）である場合、その費用を労働者に請求する
ことはできない（給料からの天引きによるものを含む）。労働者への通勤費用の請求が許されるのは、移動サービスが真に選択的で、公正な市場価額で請求さ
れる場合に限られる。

帰還費用は雇用主が負担しなければならず、費用には以下の項目を含む。

•	 目的国の職場・宿舎から出国地までの国内交通費

•	 目的国から出身国の入国地までの旅費（航空運賃またはその他の国際移動手段の運賃を含む）

•	 使用料・手数料および通行税（国境通過手数料や空港使用料など）

•	 出身国の労働者の滞在場所までの国内交通費

•	 旅行手配の関連費用（旅行代理店の手数料など）

•	 帰還の旅程全体を通した宿泊費および生活維持費

例外として、雇用主がこれらの費用を負担する必要がない場合は、以下に限られる。

•	 労働者が十分な予告期間を与えなかった。

•	 労働者が目的国で代わりの合法的な雇用先を見つけている。

•	 労働者が甚だしい違法行為や不法行為により即座に解雇されるか、あるいは雇用主の懲戒手続きに従った理由により契約終了日の前に不本意に契約が
終了している。

雇用主は、移住労働者が家族の緊急時、危機（自然災害など）、重篤な病気のような不測の事態により一時的に帰国しなければならない場合、帰還費用を負担
すべきである。雇用主は、可能かつ移住労働者が望めば、必要な予告期間を不要にして、労働者を以前と同じ職か、同等額の報酬を得られる同等の職に戻すよ
う手配するべきである。その他の好事例として、法的に求められていないが、雇用主は移住労働者の帰省休暇の費用も負担すべきである。

 戻る

募集・斡旋手数料および関連費用に関す
るよくある質問C

募集・斡旋手数料および関連費用に関するよくあ
る質問

次へ ガイダンス・ノート：
募集・斡旋手数料および関連
費用
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